
簡易版 現状把握レポート

操作手順書（詳細編）

2024/11



簡易版現状把握レポート完成図

簡易版現状把握レポート

1

【現状把握レポート（簡易版）】

・相続の相談業務の入口で使用し、今後の対応方針の決定や有料の相談業務に繋げることを目的とした機能です。

・相続税が高額な場合は提案書の作成する、相続税がかからない場合は遺産分割を検討し遺言を作成する、この対応方針の決定に使用できます。

・事前無料相談時やセミナー会場、顧問先などで財産の概算を入力するだけで、現状把握レポートをその場で作成できます。

（入力からレポート作成まで約5分）



● 現状把握レポートを作成してみましょう。

①【データ入力・検索】をクリックします。

②【新規入力・クリア】をクリックします。

・既に情報が入力されていて、次のお客さまを新規入力

する際にクリックしてください。

留意点

・現在表示されているデータが、

『DATAファイルに登録済み』

であることを確認してからクリックしてください。

『DATAファイルに登録されておりません』

と表示されている場合は登録が必要です。
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初期画面

新規データ入力準備

①

②

データ入力シート



③【簡易モード入力】をクリックしてください。

④ 被相続人の『氏名』

相続人の情報『続柄・氏名』を入力します。

    ・相続人の氏名は省略できます。

・続柄欄をダブルクリックすると、リストが表示されます。

⑤ 資産の内訳を入力します。

・生命保険、死亡退職金の非課税枠は自動反映されます。

・不動産の金額は、小規模宅地適用後の金額を入力して

ください。

※ 簡易版で入力する場合、詳細なデータ（資料）などが

ない状態で入力することが考えられます。

その場合は、概算金額で入力してください。

⑥ 入力完了後【入力】をクリックします。

・入力フォームの内容が入力シート上に反映されます。
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簡易モード入力方法

④④

③

④ ⑤

⑥



● 相続割合を設定する場合 ⑦へ

相続割合を設定しない場合 次ページ⑩へ

・相続割合の初期設定は法定相続割合です。

⑦【算出設定・確認】をクリックします。

⑧ 相続割合指定の【設定・確認】をクリックし、

相続割合を設定します。

⑨ 設定完了後【戻る】をクリックします。
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相続税の算出設定

⑦

⑧

⑨



⑩『顧客ID』を入力します。

・顧客IDは自由に設定していただけます。

      ただし記号は「－」や「.」の使用は控えていただき、

「_」（アンダーバー）をご利用ください。

⑪【登録】をクリックします。

⑫『DATAファイルに登録されておりません』

↓

『DATAファイルに登録済みです』

に表記が変わることを確認してください。
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顧客データの登録方法

⑩

⑪

⑫



顧客データの登録方法

6

※新規顧客データはDATAファイルに登録されていないことを示しています。

※DATAファイルに登録されている既存顧客データの内容から変更されたことを示しています。

顧客データ

<新規顧客データの登録手順>

(1)【登録】をクリックします。

(2)『DATAファイルに登録(保存)済です』にコメントが切り替わると登録完了です。

留意点
・右上の[×]ボタンを押すと、【保存する】【保存しない】【キャンセル】が表示されますが、【保存する】を押しても当システムのDATAファイル
に登録されません。

・【保存する】をクリックして閉じると、入力シート上に表示していた入力内容が『システム起動』ファイルに保存され、
次回システムを立ち上げると、前回と同じ画面（入力内容）が表示されます。

    ・DATAファイルに登録されていない状態で、バージョンアップを行うと入力したデータが消去されますので、
       閉じる時には必ず「登録」をクリックするようにしてください。

(1)

(1)

(2)



⑬【顧客ニーズ分析】をクリックします。

・簡易版での想定ニーズ一覧は不完全なもので『R作成』

欄が×で表示されます。

（不動産の明細がなく概算で入力されているため）

・簡易の試算では、対策レポートを出力せずに現状把握の

レポートのみ出力することがポイントです。

対策レポートは、お客さまから詳細な資料を受領して

から作成すると効果的です。

⑭【分析レポート作成】をクリックします。

・PowerPointで現状把握が自動作成されます。

・出力されたPowerPointは自由に編集や保存をすることが

できます。
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現状把握レポート作成方法

⑭

⑬

想定ニーズ分析シート



● 引き続き詳細データを入力して分析レポート

（現状把握・対策案付き）等を出力する場合

⑮【戻る】をクリックします。

⑯【簡易モード解除】をクリックします。

  ・簡易版から通常版に切り替わります。

⑰ 簡易版の現状把握レポート出力の後に対策案が

必要となった場合は、お客さまより各種資料を

頂き、データを追加入力（または修正）します。

簡易版の説明は以上です。
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簡易版から通常版へ切替方法

⑮

⑯

想定ニーズ分析シート
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